


インフォマティクスソフトウェアサポートサービス契約約款
　本約款は、株式会社インフォマティクス（以下、インフォマティクスといいます）が、そのソフトウェア製品について使用許諾を受けてご利用頂いているお客様に
対して、「インフォマティクスソフトウェアサポートサービス契約」（以下、サポートサービス契約といいます）によって提供する有償サポートサービスの内容及び条
件を定めるものです。

第１条 （契約の成立）
１．サポートサービス契約は、別途お客様とインフォマティクスが締結したソフトウェア使用許諾契約書（以下、使用許諾契約といいます）に基づいて締結されるも
のであり、使用許諾契約が成立しており、お客様がインフォマティクス所定の「インフォマティクスソフトウェアサポートサービス契約申込書」（以下、申込書とい
います）に記名押印のうえインフォマティクスに提出し、インフォマティクスが本約款第７条に定めるサポート料の入金を確認した後、３０日以内にこの申し込みを
承諾する事により成立します。
２．前項のインフォマティクスによる承諾は、インフォマティクスからお客様に対しサポートサービス開始日等のお知らせを発送または発信したときになされたもの
とします。
３．インフォマティクスはお客様から申込書が提出され、サポート料の支払いがなされた場合であっても、第１項の承諾を行わないことがあります。この場合、イン
フォマティクスは当該申込書に係る支払済みのサポート料をお客様に払い戻します。

第２条 （サポートサービスの提供）
１．インフォマティクスは、サポートサービス契約の成立したお客様（以下、契約者といいます）に対して、本約款並びに本約款添付の「インフォマティクスソフト
ウェアサポートサービス契約のご案内」（以下、「サービス契約のご案内」といいます）に定める条件及び内容に従って契約者が申込時に指定した種類のサポートサー
ビスを提供します。次項に定める場合を除き、「サービス契約のご案内」についてはインフォマティクスが契約締結時に定める内容をもって適用されるものとします。
２．インフォマティクスは契約者に対して３０日前までに事前の通知をなすことによって「サービス契約のご案内」の内容を変更できるものとします。但し、インフ
ォマティクスは「サービス契約のご案内」の内容にサポートサービスの種類またはサポートサービスの内容を追加する場合には、事前の通知なくしてかかる変更を行
うこと　が出来るものとします。この場合、契約者に提供されるサポートサービスの内容もこれに応じて追加変更されるものとします。

第３条 （サポートサービスの対象）
１．サポートサービスの対象となるソフトウェア製品（以下、対象製品といいます。）は、サポートサービス契約の種類ごとにインフォマティクスにより定められ、「サ
ービス契約のご案内」に記載されるものとします。
２．インフォマティクスは、対象製品のうち、契約者が使用許諾契約同意書（ユーザー登録カード）をインフォマティクスに返送済であり、かつ申込書にライセンス
コードを記載して指定した製品についてサポートサービスを提供します。

第４条 （サポートサービスの内容）
１．サポートサービスの内容は、サポートサービス契約の種類ごとにインフォマティクスにより定められ、「サービス契約のご案内」に記載されているものとします。
２．インフォマティクスによるサポートサービスは、特段の事情のない限り、対象製品についての設定および基本操作方法に関する技術上の助言、並びに契約者によ
る問い合わせのあった障害についてインフォマティクスにおいて現象の確認がなされた場合における当該障害の回避方法の提言に限られます。
３．インフォマティクスによるサポートサービスとしての助言は、即時に行うことを原則としますが、場合によっては即時に回答できないこともあり、契約者はこれ
を了承し、異議を述べないものとします。

第５条 （サポートサービスの方法）
１．サポートサービスは申込書に契約者が明記した担当者に対して行われるものとします。
２．サポートサービスのうち、契約者の問い合わせに対する応答は、インフォマティクスの指定する電話番号、FAX 番号、または電子メールアドレスへの契約者の問
い合わせ（手紙による問い合わせを含む）に対して、インフォマティクスより、契約者の指定した電話、FAX、または電子メールアドレスに応答することにより行わ
れます。インフォマティクスはいかなるサポートサービスに関しても、出張による助言、確認等は行いません。
３．インフォマティクスは契約者の問い合わせに対応するため、問い合わせの原因となったデータなどの契約者固有の情報の提供を求めることがあります。
４．サポートサービスは、日本国内からの日本語による問い合わせに対して日本語で行われます。
５．サポートサービスの受け付けと助言の回答は、「サービス契約のご案内」に定めるサポート提供時間内に行われるものとします。

第６条 （サポート契約期間）
１．サポートサービス契約に基づきサポートサービスが受けられる期間（以下、サポート契約期間といいます）は、インフォマティクスが申込書を受領し、サポート
料の入　金を確認した後３０日以内のインフォマティクスが指定する日（以下、開始日といいます）に開始するものとします。
２．サポート契約期間は、開始日よりサポートサービスの種類ごとに「サービス契約のご案内」に記載された期間とします。
３．サポートサービス契約は、以下のいずれかの場合、同一の条件、同一の期間自動的に更新されるものとし、その後も同様とします。但し、インフォマティクス又
は契約者のいずれかが、サポートサービスの種類、対象製品、サポート料等の変更を希望する場合には、サポート契約期間終了の１ヶ月前までに、相手方に当該変更
を申し込むものとし、その場合、両当事者は変更の可否について誠意を持って協議するものとします。
（１）契約者が、サポート契約期間終了の１ヶ月前までに、契約を更新しない旨の通知を行なっていないこと。
（２）契約者が、更新開始前に更新後の期間に係るサポート料を支払っていること。
４．前項所定の自動更新は、対象製品にかかわる使用許諾契約が有効に存続していることを条件とします。

第７条 （サポート料）
１．サポートサービス契約の対価（以下、サポート料といいます）は「サービス契約のご案内」記載の通りとし、契約者はインフォマティクスに対して申込書の提出
の際にインフォマティクスの指定する銀行口座宛てに振込送金することによりこれを支払うものとします。
２．契約者は、インフォマティクスの販売代理店を通してインフォマティクスに対しサポートサービス契約を申し込むことが出来ます。
この場合、契約者によるサポート料金の支払方法、その他の支払に関する条件は当該販売代理店の指示するところによるものとします。

第８条 （オフィシャルユーザーID および他の情報の提供）
１．インフォマティクスは、サポートサービスを受けるために必要なオフィシャルユーザーID 等の情報を、サポートサービス契約を承諾する際に契約者に提供する
ものとします。
２．契約者は、受領したオフィシャルユーザーID 等を自己の責任をもって管理するものとします。インフォマティクスは、このオフィシャルユーザーID 等に基づき
サポートサービスを提供するものであり、オフィシャルユーザーID 等の不正使用による契約者その他の第三者に生ずる損害に関しては一切の責任を負わないものと
します。
３．契約者は、受領したオフィシャルユーザーID 等をいかなる理由によっても、第三者に譲渡、貸与、販売等することは出来ないものとし、これに違反したことに
よってインフォマティクスに生じた一切の損害を賠償するものとします。

第９条 （契約者の義務）
１．契約者は、住所変更、社名変更等、申込書の記載事項に変更を生じた場合、速やかにインフォマティクスへ書面によって通知しなければなりません。契約者がこ
の通知を怠った場合、インフォマティクスは契約者に対してサポートサービスを提供しないことがあります。
２．契約者は、オフィシャルユーザーID等の不正使用を認知した場合は、速やかにインフォマティクスに届け出るものとします。

第１０条 （解約）
１．契約者はサポートサービス契約を中途で解約することは出来ません。
２．以下のいずれかの事項が発生した場合、インフォマティクスは、サポートサービス契約を契約者に対する通知なしに解除することが出来るものとします。
（１）契約者が本約款の条項または対象製品に係る使用許諾契約の条項に違反し、インフォマティクスが書面により是正を催告したにもかかわらず、当該催告から１
０日以内に当該違反を是正しない場合。
（２）契約者について手形、小切手の不渡りが１回でも発生したとき、または強制執行、仮差押え、仮処分の執行又は競売の申し立てがなされた場合。
（３）契約者について解散若しくは会社更正、破産、和議、会社整理等の申し立て、またはこれと同視すべき事由が発生した場合。
（４）その他契約者において契約者としての義務を果たせないとインフォマティクスが判断した場合。
３．前項によりサポートサービス契約が解除された場合、サポート契約期間が残存している場合でも、サポートサービス契約に基づく契約者の権利は失効し、インフ
ォマティクスはかかる残存期間に応じたサポート料の払い戻し等の一切の金銭の支払を行いません。
４．本約款第６条の規定にかかわらず、インフォマティクスは契約者に対して３０日前に通知することによりサポートサービス契約を解除することが出来ます。この
場合、サポート契約期間が残存しているときにはインフォマティクスは、サポート料のうち残存期間に相当する金額を契約者に払い戻します。

第１１条 （保証）
１．インフォマティクスは、サポートサービス契約および本約款に基づいて提供するサポートサービスについて、明示、黙示を問わず、特定の目的についての市場性
もしくは適用性の保証、契約者の問い合わせの原因となった対象製品の不具合の修正の可能性もしくは結果に関する保証、このサポートサービスが依拠するインフォ
マティクスへの通信手段の継続的利用可能性の保証を含め、契約者に対していかなる保証も行うものではありません。

第１２条 （責任の制限）
インフォマティクスは、サポートサービスの提供に関して、いかなる場合においても契約者その他の第三者に生じた一切の損害（直接的、間接的、偶発的、結果的損
害、データの損失、逸失利益、回復費用その他の特別な損害を含みますが、これらに限定されません）について、そのような損害の生じる可能性について知っていた
か否かに関わらず、またその発生原因、理由を問わず一切責任を負いません。

第１３条 （権利の譲渡の禁止）
契約者は、サポートサービス契約又は本約款に基づく一切の権利について、理由の如何を問わず譲渡、貸与、販売、担保供与等の一切の処分をすることは出来ません。

第１４条 （情報等の帰属）
１．サポートサービス契約に基づいてインフォマティクスと契約者との間で交換されるサポートサービスに関する情報、およびこれにかかるノウハウ等の一切の権利、
利益はすべてインフォマティクスに帰属するものとします。また、インフォマティクスは、契約者の何らの承なしにこれらについて使用、利用、変更、複製、販売等
の処分を行うことが出来ます。
２．前項における情報には本約款第５条３項によって契約者からインフォマティクスに提供された契約者に固有の秘密情報を含みません。
３．契約者はサポートサービス契約に基づきインフォマティクスから入手した情報については対象製品の利用のためにのみ使用し、複製、販売、出版その他の目的の
ために使用することは出来ないものとし、これに違反した場合には、当該違反によりインフォマティクスに生じた一切の損害を賠償するものとします。

第１５条 （通知）
サポートサービス契約又は本約款に基づいてなされる通知は、書面またはインフォマティクスが適当と考える方法によって行うものとします。

第１６条 （管轄、準拠法等）
１．本約款又はサポートサービス契約の内容に関して疑義が生じた場合、両当事者は信義誠実の原則に従ってこれを協議し、解決するものとします。
２．前項の場合において、訴訟により解決する必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。
３．本約款は日本法に準拠し解釈されるものとします。

第１７条 （約款の保管）
契約者は本約款を「インフォマティクスソフトウェアサポートサービス契約申込書（控）」とともに保管するものとします。


